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三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械事業からの撤退に伴う 
「中小企業経営相談窓口の設置」について 

三菱マヒンドラ農機株式会社（島根県松江市東出雲町揖屋 667-1）が、令和 8 年 3 月 2 日

付で農業用機械事業から撤退する方針を発表しました。 

これにより、取引事業者をはじめとする中小企業の経営への影響が懸念されます。 

このたび商工会では、「三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械事業からの撤退に伴う中

小企業経営相談窓口」を設置いたしました。 

ご不安な点や各種ご相談がございましたら、お気軽に商工会までご連絡ください。 

なお、島根県および松江市による支援施策が現在検討されており、順次プレスリリースが予

定されています。（本ニュース作成時点） 

3 月 27 日（金）には島根県商工労働部主催により、「三菱マヒンドラ農機株式会社等との取

引事業者向け事業説明会」がヨリアイーナ東出雲にて開催され、支援施策の説明が行われる予

定です。 

商工会では、ご相談いただいた内容に応じて、必要な情報を個別にご案内いたします。 

また、同社と取引のあった事業者のうち、製造業以外の業種においても影響が懸念されま

す。 

該当される事業者の方も本相談窓口をご利用いただけますので、ぜひご相談ください。 

 

相談窓口   東出雲町商工会（     52-2344） 
 

三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械事業からの撤退に伴う 
「専用求人の募集」について 

上記のとおり、三菱マヒンドラ農機株式会社の農業用機械事業からの撤退発表を受け、3月

9日に松江市主催で「就職支援チーム会議（第 1回）」が開催され、離職を余儀なくされる従

業員の再就職支援に向けて、関係機関が連携して取り組むこととなりました。 

これに伴い、同社従業員を対象とした専用求人について、県内の公共職業安定所（ハローワ

ーク）において取り扱うことになりました。 

同社従業員向けの新規求人の提出を検討される事業所におかれましては、下記の連絡先まで

お問い合せください。 

 

公共職業安定所（ハローワーク）連絡先（求人情報連絡先） 
 

松江公共職業安定所 

 電話番号：0852-22-8609（事業所部門〈31＃〉） 

 

※詳細は、島根県HPをご確認ください。 

令和 8 年度 雇用保険料率のお知らせ 

令和 8年度（令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31 日）の雇用保険料率は、下記表のとおりです。 

 

 

 

 

失業等給付・育児休業

給付の保険料率）

雇用保険二事業の

保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

農林水産・清酒製

造の事業
6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

①労働者負担
（失業給付・育児休業

給付の保険料率のみ）

②事業主負担
①＋②

雇用保険料率



令和 7 年度補正 島根県飲食・商業・サービス業等 
エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金（再掲） 

エネルギー価格高騰の影響を受ける飲食・商業・サービス業等の中小企業等を対象に、エネ

ルギーコスト削減に資する設備導入等の経費の一部を補助し、経営基盤強化を支援します。 

 

既に本補助金を活用した事業者も、再申請可能となりました。 

 

■補助額  上限 300 万円（下限 20 万円） 

■補助率  1/2 以内 

※コロナ関連融資利用の場合は 2/3 以内 

■申請期間 令和 8年 2月 10 日（火）～6月 16 日（火）17 時まで（予算上限に達し次第終了） 

■提出先  東出雲町商工会（☎0852-52-2344） 

       ※詳細は島根県 HP をご確認ください。 

       ※次ページの松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減 

対策支援事業補助金（県補助金上乗せ分）と併用できます。 

 

松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策支援事業補助金 

エネルギー価格高騰の影響を受ける製造業を営む中小企業者等を対象に、エネルギーコスト

削減に資する設備導入等の経費の一部を補助し、経営基盤強化を支援します。 

【県補助金上乗せ分】 

■補助額  上限 75万円 

■補助率 

・県の補助率が 2分の 1以内の場合⇒市補助額は、県補助金確定額の 2分の 1以内 

・県の補助率が 3分の 2以内の場合⇒市補助額は、県補助金確定額の 4分の 1以内 

■申請期間 令和 8年 2月 24 日（火）～令和９年 2月 26 日（金） 

【市単独事業分】 

■補助額  上限 19万 9千円（下限 10 万円） 

■補助率  1/2 以内 

■申請期間 令和 8年 2月 24 日（火）～12 月 11 日（金） 

 

※詳細は、松江市 HP をご確認ください。 

      【県補助金上乗せ分】         【市単独事業分】 

 

 

 

 

職員人事 異動のご挨拶 
～異動のご挨拶～  多々納雅史 経営指導員 

 

 ４月より斐川町商工会へ異動することとなりました。 

 商工会の初任配属先として 8年間、会員の皆様には多くのことを学ばせ

ていただき、大変お世話になりました。東出雲町に縁もゆかりもなかった

私にも明るく接してくださり、こちらもパワーをいただいていたと同時

に、ひとりの人間として成長させていただきました。新任地におきまして

は、皆様から教えていただいた事を活かし、斐川町の事業者の皆様の支援

に一層尽力してまいります。 

 最後に、皆様のご健康とご活躍をお祈りしております。 

 


